
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
国
家
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

伊
吹

文
明

国
家
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
行
政
文
書
の
管
理
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
文
書
の
適
正
な
管
理
を
確
保
し
、
も
っ
て
事
務
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
遂
行
及
び
行
政

機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
の

適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
行
政
文
書
」
と
は
、
情
報
公
開
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
の
う
ち
、
公
安
委



員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
並
び
に
公
安
委
員
会
に
置
か
れ
る
そ
の
他
の
職
員
（
警
察
庁
長
官
官
房
国
家
公
安
委
員
会
会
務
官

（
以
下
「
会
務
官
」
と
い
う
。
）
及
び
会
務
官
に
置
か
れ
る
警
察
庁
職
員
を
含
む
。
）
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た

文
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
公
安
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
政
文

書
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
に
係
る
も
の
を
い
う
。

（
公
安
委
員
会
の
保
有
す
る
行
政
文
書
）

第
三
条

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
安
委
員
会
の
会
議
録
（
公
安
委
員
会
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
で
あ
っ
て
、
公
安
委
員
会
が
会
議
録
と
併
せ

て
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
も
の
を
含
む
。
）

二

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

三

公
安
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員
長
若
し
く
は
委
員
あ
て
の
意
見
、
要
望
等
及
び
そ
の
処
理
に
関
す
る
行
政
文
書

四

そ
の
他
公
安
委
員
会
が
自
ら
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
行
政
文
書



（
行
政
文
書
分
類
基
準
表
）

第
四
条

行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
政
文
書
に
係
る
事
務
の
性
質
、
内
容
等
に
応
じ
、
大
分
類
、
中
分
類
及
び
小
分
類

の
三
段
階
で
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
別
記
様
式
第
一
号
の
行
政
文
書
分
類
基
準
表
を
作
成
す
る
も
の

と
す
る
。

２

行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
つ
い
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
見
直
し
を
行
い
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
そ
の
改
定
を
行
う
も

の
と
す
る
。

３

行
政
文
書
分
類
基
準
表
の
作
成
及
び
改
定
は
、
第
十
六
条
の
総
括
文
書
管
理
者
が
行
う
。

（
行
政
文
書
の
作
成
）

第
五
条

公
安
委
員
会
の
意
思
決
定
に
当
た
っ
て
は
行
政
文
書
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
事
務
の
実
績
に
つ
い
て
は
行
政
文
書

を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

意
思
決
定
と
同
時
に
行
政
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

二

処
理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
後
に
行
政
文
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。



３

行
政
文
書
は
、
分
か
り
や
す
い
用
字
用
語
を
用
い
、
的
確
か
つ
簡
潔
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
の
保
存
の
方
法
）

第
六
条

行
政
文
書
は
、
公
安
委
員
会
が
適
切
に
管
理
し
得
る
専
用
の
場
所
に
お
い
て
、
行
政
文
書
以
外
の
も
の
と
区
分
し
て

、
適
切
に
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

２

行
政
文
書
は
、
保
存
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
必
要
に
応
じ
記
録
媒
体
の
変
換
を
行
う
な
ど
に
よ
り
、
適
正
か
つ
確
実
に

利
用
で
き
る
方
式
で
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

３

行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
単
独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
を
除
き
、
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
従
っ
て
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。

４

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
分
割
し
、
又
は
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
行
政
文
書
の
保
存
期
間
）

第
七
条

行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
起
算
日
か
ら
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
文
書
の
種
別
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書

三
十
年



第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書

五
年

第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書

当
該
意
見
又
は
要
望
等
の
処
理
後
一
年

第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書

情
報
公
開
法
施
行
令
別
表
第
二
の
上
欄
の
行
政
文

書
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
期
間
以
上
の
期
間
と
し
て
第
十
六
条
の
総
括

文
書
管
理
者
が
定
め
る
期
間

２

原
本
（
原
本
に
代
え
て
保
存
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
行
政
文
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
そ
の
他
の
原
本
以
外
の

行
政
文
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
原
本
よ
り
短
い
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

一
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
異
に
す
る
複
数
の
行
政
文
書
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
行
政
文
書
を
、
こ
れ
ら
の
行
政
文
書
の
保
存
期
間

の
満
了
す
る
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
期
間
の
起
算
）

第
八
条

行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
行
政
文
書
（
以
下
「
一
年
未
満
文
書
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
保



存
期
間
は
、
当
該
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
（
会
計
に
関
す
る
行
政
文
書
等
会
計
年
度

に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
な
行
政
文
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
日
の
属
す
る
会
計

年
度
の
翌
会
計
年
度
）
の
初
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

一
年
未
満
文
書
の
保
存
期
間
は
、
当
該
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
期
間
の
延
長
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
後
に
お
い
て
も
、

そ
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
保
存
期
間
を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
一
の
区
分
に
該
当
す
る
行
政
文
書
が
他
の
区
分
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
が
経
過
す
る
日

の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一

現
に
監
査
、
検
査
等
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の

当
該
監
査
、
検
査
等
が
終
了
す
る
ま
で
の
間

二

現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

当
該
訴
訟
が
終
結
す
る
ま

で
の
間

三

現
に
係
属
し
て
い
る
不
服
申
立
て
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

当
該
不
服
申
立
て



に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間

四

情
報
公
開
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
も
の

同
法
第
九
条
各
項
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
間

第
十
条

第
十
六
条
の
総
括
文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
職
務
の
遂
行
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
一
定
の
期
間
を
定
め
て
当
該
保
存
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
保
存
期
間
が
満

了
し
た
後
に
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
）

第
十
一
条

保
存
期
間
（
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
延
長
後
の
保
存
期
間
。
次
条

及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
満
了
し
た
行
政
文
書
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
（
以
下
「
国
立
公
文
書

館
」
と
い
う
。
）
に
移
管
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
、
こ
れ
を

国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
の
廃
棄
）

第
十
二
条

保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
と
す
る



も
の
を
除
き
、
行
政
文
書
の
内
容
及
び
媒
体
に
応
じ
た
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

行
政
文
書
に
情
報
公
開
法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
不
開
示
情
報
（
以
下
「
不
開
示
情
報
」
と
い
う
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
当
該
不
開
示
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
期
間
満
了
前
の
廃
棄
）

第
十
三
条

第
十
六
条
の
総
括
文
書
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
の
委
員
長
の
承
認
を
得
て
、
保

存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
行
政
文
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
行
政
文
書
を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
廃
棄
す
る
行
政
文
書
の
名
称
、
当

該
特
別
の
理
由
及
び
廃
棄
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
）

第
十
四
条

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
及
び
行
政
文
書
（
単
独
で
管
理
さ
れ
て
い
る
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
よ
り
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

２

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
載
す
べ
き
事
項
が
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
不
開
示
情
報
を
明
示
し
な
い
よ
う
工
夫
を
す
る
も
の
と
す
る
。



３

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
は
、
年
一
回
以
上
定
期
的
に
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。

４

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
の
閲
覧
及
び
貸
出
し
）

第
十
五
条

次
条
の
総
括
文
書
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
行
政
文
書
を
会
務
官
及
び
会
務
官
に
置
か
れ
る

職
員
以
外
の
警
察
庁
職
員
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
十
六
条

公
安
委
員
会
に
、
総
括
文
書
管
理
者
一
人
を
置
き
、
会
務
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
類
の
整
備

二

行
政
文
書
分
類
基
準
表
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
整
備

三

行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
延
長
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
又
は
廃
棄
そ
の
他
行
政
文
書
の
適
正
な
管
理
の
実
施

（
文
書
管
理
担
当
者
）

第
十
七
条

公
安
委
員
会
に
、
文
書
管
理
担
当
者
を
置
き
、
総
括
文
書
管
理
者
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。



２

文
書
管
理
担
当
者
は
、
総
括
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る
。

（
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
と
の
関
係
）

第
十
八
条

法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
行
政
文
書
の
分
類
、
作
成
、
保
存
、
廃
棄
そ
の
他
の
行
政
文
書

の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
法

律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
文
書
管
理
規
則
等
の
供
覧
）

第
十
九
条

こ
の
規
則
を
記
載
し
た
書
面
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
は
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す

る
も
の
と
す
る
。

（
細
則
）

第
二
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
文
書
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
括
文
書
管
理
者
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式第１号（第４条関係）

（行政文書分類基準表）

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 備 考

別記様式第２号（第１４条関係）

（行政文書ファイル管理簿）

文書分類 行 政 文 書 作成（取 保存期間
作成者 保存期間

大分類 中分類 小分類 ファイル名 得）時期 満了時期

保存期間満了
媒体の種別 保存場所 管理担当課･係 備 考

時の措置結果


